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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
ス
ポ
ー
ツ
施
設
部
経
営
企
画
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

告

示
（
下
水
）

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

江
東
区
豊
洲
二
丁
目
二
番
三
十
一
号

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
豊
洲
ビ
ル

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東

京
都
条
例
第
二
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

宿
泊
室
の
使
用
料
の
う
ち
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
六
月
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
狛
江
市
和
泉
本
町
四
丁
目
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

地
下
水
の

水
質
の
測
定
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告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
七
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
（
雨
水
）
を
排
除
及

び
処
理
す
べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
南
部
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
八
年
六
月
十
九
日

二

下
水
（
雨
水
）
を

排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

分
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

大
田
区
大
森
南
五
丁
目
二
番
二
十
五
号

森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

一

部

告

示

区

域

世
田
谷

区

成
城
四
丁
目

一
番
及
び
三
番

同

区

成
城
五
丁
目

二
番

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


